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名古屋市民の誰一人取り残さない市政をめざします。なかでも、若者・女性・
非正規の皆さんの抱える問題が深刻であると考え、重点を置きます。

名古屋市の若者世代・子育て世代の人口が減っています。原因のひとつが、
若者の深刻な生活困窮です。いま、大学生の半数は奨学金を借りており、アル
バイトで学費を稼ぐ学生も多いです。本格的な給付奨学金が望まれます。また、
若い世代が住み続けられるように、公営住宅の整備や家賃補助などの支援をは
じめ、小学校・中学校給食の無償化などで子育て家庭の負担を減らすことが必
要です。

女性は、子育てや介護などを主に担っていますが、その多くは家庭のケア労
働の他に、家計を支えるために非正規で働いています。日本の非正規雇用者は
この２０年で約 1. ４倍に増加し、その７割が女性です。非正規雇用の待遇改善は、
女性差別をなくし、ジェンダー平等を実現し、女性の人権を保障するうえでも
重要な課題です。

非正規労働者の賃金は正規労働者より低く、多くは年収２００万円以下です。
時給１，５００円以上と同一労働・同一賃金の実現を公契約条例に記載し、中小
企業への支援と合わせて行えば、賃上げと安定雇用に向けて、名古屋市は他市
をリードすることができます。

賃上げと所得アップのためには、名古屋市の産業・経済を活性化することが
鍵です。公共施設や住宅の断熱改修・太陽光パネル設置などの省エネ策・再生
エネ拡大策が、地元中小企業・業者の仕事を増やします。また、ヒートアイラ
ンド現象を和らげ名古屋の夏を涼しくするために、街を緑化し、公共交通を安
く使いやすくしなければなりません。

猛暑・水害という気候災害と、同様に心配されるのが南海トラフ地震です。
子どもから高齢者まで安心して生活できるようにするために、医療・介護・保育・
教育などケア分野の充実が急務です。全国に誇る保健師の地域担当制をさらに
充実させ、すべての家庭を支援するしくみが必要です。社会保険料や医療費の
負担を軽減し、すべての市民が金銭的な不安なく生活できるようにすることを
めざします。

０  策定にあたって
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０．１ はじめに



市民税減税は意味がありません。年間 1 万円以上を減税される市民はほん
の 2 割に満たない上に、減税の恩恵を受けるような富裕層にとって減税はさ
さいな額です。市民税減税は、名古屋の経済を活性化しないだけでなく、深
刻な行政サービス麻痺の原因になりました。

この減税に充てられる 100 億円は、主に公立保育園や小学校給食調理など
の「民営化」などによる職員の人件費の削減などによって生み出されてきま
した。毎年 100 億円必要なので、毎年あらたに 100 億円以上の民営化等が行
われてきました。

職員の不足は深刻で、本庁では年間 1000 時間以上残業する職員がなくなら
ず、生活保護のケースワーカーは 100 人以上不足しているまま放置されてい
ます。

また、物価高騰、賃金と年金支給額の実質引き下げのなかに加えて、名古
屋市では介護保険料が 3,694 円（4.6％）、国保料が 7,492 円（7.3％）、後期高
齢者医療保険料が 12,264 円（13.5％）値上げされ、耐えがたい負担増となっ
ています。とりわけ、名古屋市の介護保険料は３期９年続けて県内一高い保
険料です。また、国保料は、保険料賦課率の引き上げ、一般会計からの法定
外繰入の削減などにより、2022 年から 3 年連続大幅に値上げされました。

市民が求めている学校給食無償化などの施策には背を向けています。
一方で、天守閣の木造復元、中部財界が主導する中部国際空港の第 2 滑走

路建設、笹島地下道建設、木曽川水系連絡導水路事業など市民の暮らしに直
接関係のない、不要不急の事業がすすめられています。

大型開発に熱中し、貧困・格差拡大、市民サービスの切り捨てをすすめて
きた新自由主義的な市政では、市民の命と暮らし、人権は守れません。能登
半島で起こったような大地震と気候災害の複合災害に対応するには、名古屋
市は本来の公共を復活しなければなりません。

いま、国民の生活は、止まらない物価高騰、医療や介護の負担増などで、
厳しさを増すばかりです。さらに、能登半島地震で大きな被害があった地域
では、いまだに道路や水道の復旧が不十分です。国は最優先で被災地の復興
をするべきです。一方で、軍事費は１０年連続で過去最大を継続していて、
今年度は約８兆円を盛り込んでいます。子どもに関わる国の予算を抑制し、
どんどん市場化するような少子化対策ではいつまでたっても少子化は止まり
ません。

こうした自民党政治や、裏金問題、現職大臣の不祥事など岸田自公政権に
国民の批判が高まり、各地の首長選挙や国会議員選挙で自民党推薦の候補者
が落選する事態が起きています。国民が求めているのは、物価高騰に見合った賃
上げや年金支給の増額、命とくらしを守るための政策です。

０. ２. ２ 「減税」で削られた、名古屋市の公共を復活する
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０. ２. １ 国民をおきざりにする政治から、名古屋市民を守る

０．２ 情勢と市政の課題



約 100 億円もの税収を意味のない市民税減税に費やすのではなく、市民の
暮らしを豊かにすることに活用するべきです。

若者や子育て世代のために学校給食無償化、保育料完全無償化、奨学金返
還支援制度の創設に使います。また、社会保険制度を充実させ、働く世代や
高齢者が安心して暮らせるようにします。

名古屋市が関わる公共事業や委託事業などで働く人たちの賃金を、正規も
非正規も引き上げ、地元の業者が儲かるしくみをつくり、お金が地域に循環
するようにして、まちを再生をします。

保育士配置基準の改正、生活支援型訪問サービスの報酬単価引き上げ、敬
老パスの改善などを実現したように、声をあげれば変えられます。市が政府
の出先機関のような役割を果たすか、それとも「住民の福祉を守る」という
自治体の本来の役割を果たすのかが問われています。

市民の声で、名古屋の未来を切り拓いていきましょう。
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０. ２. ３ 財政を市民のため、名古屋の未来のためにつかう



市民が身近に感じられない、利用できない形だけの市民サービスは意味があ
りません。市民サービスは、お金に余裕がある人しか利用できないものであっ
たり、障害の有無、性別、国籍などで差別されたりするものであってはいけま
せん。

物価が高騰し、多くの人が生活に苦しさを感じている今日こそ、誰もが必要
なサービスを利用できるように、経済的負担をなくし、暮らしを支える政策が
必要です。

この章では、全体の政策の中から、特に経済的負担をなくす、生活を支える
施策をピックアップしてあります。

学校の給食費、保育所等の給食費を無償とします。⇨７４ ⇨１１３ 
乳児期の保育料を無償化します。 ⇨７３
学童保育所の保護者が負担している保育料を無料にします。 ⇨８５ 
市立大学・大学院の入学金・授業料を全額助成します。当面は所得制限を設
けます。 ⇨１６２
大学や大学院等で学ぶ人に対して、市独自の給付型奨学金制度を創設します。
 ⇨１６３

職業等に関わりなく利用ができる奨学金返済支援制度を創設します。
⇨１６４ ⇨１７１ ⇨１９８ 

１  市民をひとりとして取り残さないために

１．１ 誰もが安心して暮らせるように生活を支えます

１. １. １  0 歳から大学卒業まで、子育て・教育にかかわる経済的負担の軽減をすす
　　　　 めます

１. １. ２ 若者の経済的負担を軽減します

１
２
３
４

５

６
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県内一高い介護保険料を引き下げます。⇨１８ 
誰もが払える国民健康保険料に引き下げます。⇨２４ 
高齢者に市独自の助成制度を設け、７０歳から７４歳の高齢者の医療費負担
は２割自己負担を１割とし、７５歳以上の高齢者の医療費の１割負担は無料
とします。当面、福祉給付金の対象者を順次拡大していきます。⇨２９ 
介護保険の居住費・食費補助について補足給付に加えて市独自の補助を行い、
負担を軽減します。⇨２１ 
おむつ代など介護にかかる経費の補助として介護サービスの利用者に要介護
高齢者支援金を支給します。⇨２２ 
加齢性難聴者への補聴器助成制度を創設します⇨３８ 

１. １. ３ 誰もが必要な福祉・医療・介護などのサービスが利用できるようにします

７
８
９

１０

１１

１２



生活保護の相談・申請にあたっては、「申請書を渡さない」「就労支援を口実
にする」「親族の扶養について問いただす」など違法な「水際作戦」や他自治
体への「たらい回し」を行わず、生活保護が必要な人には早急に支給します。
⇨４９ 

木造住宅耐震改修助成制度について、自己負担なくできるように補助します。
予算を順次拡充し、将来的に家屋が１軒も倒壊しないことをめざします。
⇨２８１ 

断熱改修などエネルギー効率を改善するリフォーム等に費用の助成をします。
低所得世帯等には全額助成します。⇨１９２ ⇨２４７ 
高い倍率となっている市営住宅戸数を計画的に増やし、新設・改修時にはＺ
ＥＢ超の基準設計を進めます。⇨５７ ⇨２４５ 　ZEB ⇨２４７
若者、子育て世帯、低所得世帯に民間住宅の家賃等の補助制度を実施します。
⇨６０ ⇨１６５  

１. １. ５ 必要な人にはすぐに生活保護を支給できるようにします

１. １. ４ だれもが快適に住むことができるようにします

１７

１３

１４

１５

１６
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2019 年に名古屋市が実施した「木造住宅の耐震診断受診者の
アンケート」で、耐震改修を行う予定がないと回答した人の
約 7 割が「費用負担が大きい」「古い家にお金をかけたくない」
と回答しています。
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かつて「福祉日本一」と言われた名古屋の福祉は、新自由主義的な市政運営
のもとで大きく削られています。

介護保険料、国保料、後期高齢者医療保険料が値上げされ、耐えがたい負担
増となっています。障害者医療費助成制度に県内で唯一所得制限を設け、精神
障害者の自立支援医療（精神通院医療）にいまだに自己負担を残しています。

しかし６５歳以上の敬老パスを始めとして、７０歳以上の高齢者医療への福
祉給付金、保育園運営への公私格差是正、１８歳までの医療費無料制度など、
先進的な施策も運動でつくられてきました。

無責任な「何でも民営化」の河村市政を変え、〝住むならやっぱり名古屋〟と
言える、輝く「福祉日本一名古屋」を取り戻すため、次の政策を実行します。

２．１ 生活を支える社会保障制度を充実させます

県内一高い介護保険料を一般会計からの繰り入れなどにより引き下げます。
低所得者・生活困窮者の保険料・利用料に独自の減免制度を設けます。⇨７ 
特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、居住型ではなく福祉としてのサー
ビスを大幅に増やし、特養入所待機者を解消します
市直営の特養である厚生院について、廃止計画を撤回し受け入れを再開しま
す。市大附属病院と連携し、医療、福祉、介護の一体型施設として整備します。
居住費・食費補助について補足給付に加えて市独自の補助を行い、負担を軽
減します。⇨１０ 
おむつ代など介護にかかる経費の補助として介護サービスの利用者に要介護
高齢者支援金を支給します。⇨１１ 
総合事業は、従前のサービスを維持できるよう総合事業の報酬単価を引き上
げるなどの支援を強めます。

２. １. １ 安心して介護保険が利用できるよう、介護保障を充実します

１８

１９

２０

２１

２２

２３

名古屋市独自の保険料減免・軽減制度と特別控除制度を守り、一般会計から
の繰り入れの拡大と、均等割保険料引き下げで、誰もが払える国民健康保険
料に引き下げます。⇨８ 
１８歳までの子どもの均等割保険料を免除します。市独自の減免制度を拡充
します。
滞納者への差し押さえについては、滞納処分によって生活困難に陥ることが
ないよう法令を遵守します。
困った人が利用できるように低所得世帯に対して、医療費一部負担金減免制
度を拡充します。

２. １. ２ 高い保険料を引き下げ、国民健康保険を改善します

２４

２５

２６

２７

２  誰もが安心して住み続けられる名古屋にするために



高齢者に市独自の助成制度を設け、７０歳から７４歳の高齢者の医療費負担
は２割自己負担を１割とし、７５歳以上の高齢者の医療費の１割負担は無料
とします。当面、福祉給付金の対象者を順次拡大していきます。⇨９ 
県内で唯一設けている障害者医療費助成の所得制限を廃止するとともに、精
神障害者の自立支援医療（精神通院医療）の自己負担を無料にします。
妊娠中および産後の医療を安心して受けられるよう妊産婦の医療費無料制度
を創設します。

２. １. ３ 高齢者、障害者、妊産婦の福祉医療制度を拡充します

２９

３０

３１
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国民健康保険への傷病手当金・出産手当金制度について、政府に強く財源措
置を求めるとともに、名古屋市としても独自制度を導入します。

２８

低所得者でも安心して必要な医療が受けられる無料低額診療事業が拡がるよ
うに、無料低額診療事業を実施する医療機関に対し補助を行います。
東部・西部医療センター、緑市民病院（現みどり市民病院）、厚生院附属病院（現
みらい光生病院）、名古屋市総合リハビリセンター附属病院が担ってきた感染
症・災害・難病・障害者・周産期・救急医療などの不採算部門が切り捨てら
れることなく、市民のいのちと健康を守るための必要な医療が提供できるよ
うにします。
コロナ感染症対応の教訓から、新たな感染症に備え、重症化した感染者が速
やかに必要な治療ができるよう感染症病床を整えます。
保健所・保健センター、衛生研究所について、保健師の地区担当制を維持し、
人員を含め抜本的に体制を強化します。
市独自の医師、看護師等医療従事者の確保対策を実施します。

２．２ 健康を支える制度を充実させます

２. ２. １ 医療と公衆衛生をまもります

３２

３３

３４

３５

３６

介護・医療・保健・福祉などの高齢者を支える「総合相談窓口」であり、介
護保険の申請窓口でもある「いきいき支援センター ( 地域包括支援センター )」
を、中学校区単位での設置に広げます。
加齢性難聴者への補聴器助成制度を創設します。⇨１２ 
孤独死、虐待等防止、認知症の早期発見につながる制度を拡充し、体制を強
化します。
介護保険のすべての要介護認定者を、税制上の障害者控除の対象とします。
該当者には「障害者控除対象者認定書」を自動的に届けます。
見守り付きの高齢者・障害者専用住宅を公営で確保します。⇨４８ ⇨５９ 

２．３ 安心して暮らせる福祉制度を充実させます

２. ３. １ 地域で安心して暮らせる高齢者福祉を拡充します

３７

３８
３９

４０

４１



障害者が 24 時間 365 日、安心して生活するために、希望する障害福祉サービ
スが利用できるようにします。重度の障害のある人の生活を支えるため多機
能型小規模入所施設などを含め「選択できる多様な暮らしの場」を整備します。
障害者・児の福祉サービスの利用料、給食費などを無償にします。
40 歳以上の特定疾患・６５歳以上障害者について、「介護保険利用を優先」
とすることなく、本人の意向にもとづき障害福祉サービスが利用できるよう
にします。
市立総合リハビリテーションセンターについて、市大附属病院と連携し、医
療と福祉の一体となった生活リハビリの拠点として整備します。
地域療育センターを各区に設け、親子が安心して育ちあえる場を拡充します。
⇨９０ 
障害者・児の福祉事業への新規参入にあたっては、名古屋市の指定基準を設け、
指定・指導・監査体制を強化します。
見守り付きの高齢者・障害者専用住宅を公営で確保します。⇨４１ ⇨５９ 

２. ３. ２ 障害者差別・偏見・虐待をなくし、権利としての障害者・児福祉施策を拡
　　　　 充します

４２

４３
４４

４５

４６

４７

４８
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生活保護の相談・申請にあたっては、「申請書を渡さない」「就労支援を口実
にする」「親族の扶養について問いただす」など違法な「水際作戦」や他自治
体への「たらい回し」を行わず、生活保護が必要な人には早急に支給します。
⇨１７ 
ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やし、現在１００世帯を超え
るケースワーカーの１人あたり担当世帯数を国標準（８０世帯）以下とします。
エアコン設置購入費の支給を生活保護開始時等に限定しないこと、光熱費の
加算をすることを国に要求します。当面、生活保護で支給されない場合は、
市から支給できる制度を作ります。

２. ３. ３ 必要な人にはすぐに生活保護を支給できるようにします

４９

５０

５１

自動車利用と公共交通の割合の目標を、現在の「６：４」（現在 64：36）から「４：
６」にすることをめざしつつ、当面「５：５」に引き上げ、公共交通の充実
をはかります。
市バス路線を、地域住民の声を活かしてきめ細かく充実します。また市バス
営業所や地下鉄駅務の外部委託をやめ直営に戻します。
街中の自転車レーンをシームレスに整備します。⇨２３９ 
プラットホームからの転落防止のため、可動式ホーム柵を JR、私鉄等の駅に
設置できるよう検討します。
敬老パスの利用回数制限を撤回し、利用の促進を図ります。

２．４ 市民の移動と居住を保障します

２. ４. １ 市民の「移動」を保障します

５２

５３

５４
５５

５６



高い倍率となっている市営住宅戸数を計画的に増やします。老朽化した住宅
の建て替えを推進します。建て替えが困難な老朽住宅については総合的なリ
フォームを行い、子育て世帯の入居を促進します。新設・改修時にはＺＥＢ
超の基準設計を進めます。⇨１５ 
単身者むけ市営住宅については年齢制限（現行は６０歳以上）をなくします。
見守り付きの高齢者・障害者専用住宅を公営で確保します。⇨４１ ⇨４８ 
若者、子育て世帯、低所得世帯に民間住宅の家賃等の補助制度を実施します。
⇨１６ ⇨１６５ 
バリアフリー化のリフォームに掛かる住宅改造補助金を増額し、必要に応じ
て利用できるようにします。
住宅リフォーム助成制度を設けます。⇨１９２ 
木造住宅耐震改修助成制度について、費用の全額を補助し、家屋が 1 軒も倒
壊しないことをめざします。⇨２８１ 
断熱改修などエネルギー効率を改善するリフォーム等に費用の助成をします。
低所得世帯や中小企業等には全額助成します。⇨１９２ ⇨２４７

２. ４. ２ 市民の「居住」を保障します

５７

５８

５９
６０

６１

６２
６３

６４
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子どもの権利や子どもの貧困対策を包含した「なごやこども子育てわくわく
プラン」を実効あるものにするためにも、すべての子どもが格差なく幸せに
育つ施策を実施します。
子どもが過ごす施設は、耐震性と高断熱性を備え、心身に負担をかけない素
材を使用します。
ひとり親世帯に対して、手当の拡充、自立支援員の正規職員化など支援・相
談体制を充実します。
ひとり親世帯などに対する教育・学習支援については、対象の児童生徒の年
齢や要件を緩和・拡大します。

「子ども食堂」「無料塾」などのとりくみへの支援を拡充します。 
「こども家庭センター」を各区に設置します。児童福祉と母子保健の連携をよ
り強化し、子育て不安のある親子が気軽に相談できる場づくり、家庭訪問な
どのアウトリーチの活動をすすめ、安心して暮らせる地域づくりを推進しま
す。
子育て世帯に民間住宅の家賃等の補助制度を実施します。⇨６０ 

どの施設でも開園中のすべての時間帯において 2024 年 4 月に改正された国の
保育士配置基準を満たし、どの時間帯でも子どもの人権を守る保育を実施し、
保護者支援が十分にできるよう予算の確保に努めます。
乳児期の保育料を無償化し、0 歳から中学校卒業までの子育てにかかわる経
済的負担の軽減をすすめます。⇨２ 
保育所等の給食費無償化をすすめます。公費の投入によって有機野菜や地産
の食材などの利用を高め、内容を充実させます。⇨１ 
市立幼稚園において給食をはじめ、給食費は無償とします。

３．１ 子どもの権利を踏まえた子育て支援を充実します

３. １. １ 子どもの権利を踏まえた子育て支援を充実します

３. １. ２ すべての子どもが安心して育つための保育・教育を充実します

６５

６６

６７

６８

６９
７０

７１

７２

７３

７４

７５
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河村市政の１５年間で子ども関係の施策がどんどん改悪されています。公立
保育園は廃止・統廃合・民間移管がすすみました。公立保育園は１２３園から
８４園に（2024 年）、民間保育園は１５９園から３６５園（2023 年）になりま
した。小学校の給食は 1 人あたり月額 4,400 円で、無償化を求める声が広がっ
ています。学童保育の待機児童は４６人（2023 年）で、待機児童対策が必要です。
児童相談所における児童虐待相談対応件数は 3,183 件（2022 年）、一時保護所
はいつも定員いっぱいで、どちらも早急な対策が必要です。

すべての子どもが格差なく健やかに成長できる名古屋をめざしていきます。　

３  子どもが生き生きと育つ名古屋にするために



子どもたちが生活するにふさわしい学童保育所を全小学校区に確保・充実し
待機児童をなくします。
学童保育所の保護者が負担している保育料を無料にします。⇨５ 
学童保育所に施設長、調理員、事務員を配置するとともに、正規の指導員が
4 人以上配置できるように運営費助成を拡充します。
学童保育所の設置のために公有地の活用を進めるなど、市の責任で土地を確
保します。
学童保育所の施設を木造化するとともに、園庭の設置をすすめます。
子どもの夏休み等の給食保障の補助を検討します。

地域療育センターを各区に設置し、出生前、出生後すぐにわかる障害のある
子どもに対して、ゼロ歳児期からていねいに支援をします療育を保障します。
地域療育センターが、地域の保育所・幼稚園・学童保育所等を支援できるよ
う「地域支援調整部」の体制を更に強化します。
学齢期の障害児の地域生活支援のため、各区の自立支援協議会と市の関係部
署の連携を強化し、児童館、放課後子ども教室、学童保育、放課後デイサー
ビス事業との連携を強化します。

３. １. ３ 学童保育を充実させます

３. １. ４ 障害を持った子どもが療育を受けながら、自分の住んでいる地域で安心し
　　　　 て育つことができるようにします。

８４

８５
８６

８７

８８
８９

９０

９１

９２

７６

７７
７８
７９

８０
８１

８２

８３
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保育を希望する乳幼児は認可保育所と認定こども園に入園し、自治体の保育
実施義務を果たすようにします。
現在進められている市立保育園の民間移管は中止します。
市立幼稚園の 3 歳児保育を全園で実施し、預かり保育を充実させます。
認定こども園、保育所、地域型保育事業による小規模保育や家庭的保育等、
施設形態の違いによって受ける保育水準に格差がないように努めます。
子どもの運動量の確保のためにどの保育施設にも園庭の設置をすすめます。
増加している企業主導型保育事業について、実態把握に努め改善を要する事
項は指導を行います。
未就園の親子が気軽に保育施設を利用できるよう子育て支援を充実します。
安全な体制と施設を確保したうえで一時保育事業を充実します。
日本語を母語としない子どもに対応する専門的な職員および自動翻訳機を必
要な保育園等に配置します。⇨１２６ 

児童虐待問題に対応するために、児童相談所を１カ所増設し４カ所とし、一
時保護所も増設します。児童相談所の質と量の充実のため職員を増やし、研
修や職員の支援を実施します。
児童養護施設、一時保護所の体制を充実させるとともに、社会的養護の受け
皿となる施策を充実させます。

３. １. ５ 子どもの命と人権を守るために児童虐待対策を充実します

９３

９４



公立学校が存続し、子どもたちの就・修学を保証するためにも、学校現場の
構造的な見直しを行い、定数法にこだわらない人員の配置、業務内容の精選・
改革など名古屋市独自のプランを遂行します。
就学援助・私学助成の所得制限を緩和し、基準額を見直し対象を拡充します。
就学援助制度の対象を生活保護基準額の少なくとも 1.4 倍以下の世帯までと
し、申請は学校だけでなく区役所の窓口でも受け付けるようにすること。就
学援助の対象を高校生まで拡大します。
学区住民の合意のない小学校区の統廃合を行ません。また、市立小中高一貫
校の設置を検討しません。
老朽化し危険な状態にある市立高校の校舎のリフレッシュ改修、建て替えを
早急に行います。その財源を捻出するために校地の貸付、売却を求めません。
小学校・中学校・高等学校のすべての教室・特別室・実習室および災害時の
避難所となる体育館への公費による空調設備設置をすすめ、保護者負担をな
くします。
高等学校等給付型奨学金制度を拡充し、市外在住者の市立高校生も含め、希
望者全員に給付します。
 「不登校」の子どもたちや高校中退者へのアウトリーチ事業を行います。
特別支援教育の拡充、高校に発達障害生徒などのための特別支援学級を設置
し、どの子も排除しない教育を推進します。
⚫︎小・中・高の校舎のバリアフリー化をすすめます。車いすが利用できるト
　イレの複数設置を図ります。
⚫︎重度の肢体障害児が通える特別支援学校を名古屋東部に設置します。
⚫︎若宮商業高校に併設となる高等特別支援学校に引き続き十分な予算をつけ
　ます。
⚫︎特別支援学校高等部卒業生を対象にした２年間の専攻科を設けます。
本人の特性や困りごと、親の希望などを考慮したうえで、通級指導教室を行
います。
高校各校の機器整備、コンピュータネットワークの保守管理を行う人員配置
をすすめます。
児童・生徒・学生が心・体の悩みを気兼ねなく相談できるよう、養護教諭を
複数人配置します。
県立特別支援学校や各支援団体と連携し、相談体制の拡充をします。
不登校など学校へ通えない児童・生徒に対して行う配信授業では、児童・生
徒だけでなく教員にも負担のかからないよう機器などの整備を行ないます。
主体的な学びを実行するためにも、市立学校の児童・生徒の市営交通を全額
補助し、各施設の入場・入園料を無償とします。
市立小中学校全校に一人、学校司書を配置し、学校図書館を読書や学び、情
報活用能力の育成の場、子どもの心の居場所として充実させます。

３．２ どの子も生き生き学ぶことができる教育・学校づくりを

３. ２. １ 子どもの就・修学を保障する

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１０１
１０２

１０３

１０４

１０５

１０６
１０７

１０８

１０９
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学校給食については無償とし、内容を充実させます。国、県に費用の補助を
求めます。⇨１ 
学校給食の食材について地産化・有機農産物（オーガニック）化に向けて目
標をもって進めます。
市立小学校の給食については、全校で自校直営方式とし体制を整備します。
市立中学校の給食については、弁当とスクールランチとの選択肢ではなく、
全員が対象の自校直営方式とし、職員の体制や設備を整備します。
市立夜間中学において学校給食を始めます。
市立高等学校夜間定時制の給食を維持し、内容を充実させます。
市立高等学校全日制、昼間定時制において給食をはじめます。

子どもたちへのきめ細かな対応のため、１クラス 20 人を目標として当面 30
人学級にします。
いじめ、不登校への対応、長時間過密労働解消のため、正規職員を大幅に増
やします。一年単位の変形労働時間制は導入しません。
深刻な教員不足問題を解消するため、優秀な人材を確保するための採用試験
免除規定の緩和、教員志望者への日本学生機構奨学金返済支援や名古屋市独
自の給付型奨学金創設、国に対して大学の教員養成課程見直しを要請すると
ともに、待遇を改善して学校を持続可能にします。
常勤講師・非常勤講師の病気休暇・育児休業等に対し、予算を拡充して確実
に代替教員を補充できるようにします。
物価上昇、光熱費高騰を考慮して学校運営費を大幅にひきあげます。
中学校、高等学校に有資格のスクールソーシャルワーカーを配置します。
日本語を母語としない児童・生徒に対応する専門的な職員および自動翻訳機
を必要な学校に配置します。⇨８３ 
夜間中学校の適正規模を把握するとともに、希望者すべてを受け入れる体制
を整えます。

３. ２. ２ 学校給食を充実する

３. ２. ３ 子どもたちに寄り添える学校にする
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小中学校で必要な制服、かばん、教材、修学旅行等の費用について無償とし
ます。
高校で必要な制服、かばん、教材、修学旅行等の費用について補助する制度
を作ります。
若年出産や、性感染症の予防に向けて、学校での「性教育」を積極的に進めます。

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５
１１６

１１７
１１８
１１９

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４
１２５
１２６

１２７



学校の安全点検を行い、建物だけでなく施設・設備の耐震対策や空調設置を
行ないます。
地域の避難場所になっている学校の備蓄・設備の充実や運営体制を充実させ
ます。
防災教育とともに、地域とも連携した防災訓練を充実させます。
原発事故に対する対策を検討し指針を定めます。放射線測定装置を各校に配
置します。

教科「道徳」などによる愛国心教育の強制はしません。
教科書展示会の会場を各区に１カ所は設置し、人員配置に必要な予算を措置
し、市民が意見を出しやすくします。
平和教育の授業で「高校生の原爆の絵」を活用します。⇨３０８ 
子どもの人権を守るもとで、自衛隊へタックシールを提供しません。
⇨３１６ 
職業体験リストに自衛隊を入れません。
小中高生の各学校から広島・長崎の平和記念式典への代表を送ります。
⇨３１０ 

小中高生が利用する野外学習センター、野外教育センターの施設・設備を充
実させます。
小中高等学校において環境教育を充実させます。
原発に依存せず、再生エネルギー社会をめざす教育をすすめます。
地球温暖化、生物多様性などの環境課題をＳＤＧｓとともに考える教育機会
を増やします。

高等学校における生徒の選挙活動・市民的自由など政治活動を保障します。
学校における主権者教育を推進するとともに、外部からの政治的・権力的な
介入を排します。
生徒・保護者・地域と共同し、開かれた学校づくりをすすめます。
校則の見直しや制服の制定など、学校のルールづくりには子どもたちが主体
的に参画するしくみを整えます。
いじめや暴力は明白な人権侵害であり許されない行為であることを学校の共
通認識にします。
ジェンダー、ＬＧＢＴＱ、障害差別など差別や偏見をなくす人権を尊重する
教育を推進します。

３. ２. ４ 防災対策を強化し、子どもの安全を守る

３. ２. ５ 「戦争する国」づくりに向けた教育を行いません

３. ２. ６ 自然体験や環境教育の充実を

３. ２. ７ 主権者教育を充実する
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１２８

１２９

１３０
１３１

１３２
１３３

１３４
１３５

１３６
１３７

１３８

１３９
１４０
１４１

１４２
１４３

１４４
１４５

１４６

１４７



１４８ 多様性尊重条例を制定し、あらゆる施策において人権・多様性を尊重
する市政運営するとともに、市民や社会の活動を支援します。
１４９ ＬＧＢＴＱなどマイノリティの立場にある人が、不利益を被ることが
ないようにします。同性婚について、社会的不利益がないよう環境整備を進
めます。差別などに対する相談窓口をつくります。

ジェンダー平等条例を制定し、市政において性別による格差を解消するほか、
社会における格差の解消に努めます。⇨１７４ 
市民会議を開催し、市民の参加で格差解消に向けたプログラムを作成します。
⇨３３４ 
市が先頭に立ってジェンダー平等をめざすことを宣言し、市役所における推
進体制と計画をつくり、市民や職員の声を反映させます。
⚫︎副市長に女性を 1 人以上登用します。審議会などの委員の半数は女性にし
ます。
⚫︎市の職員は、産休育休の正規代替制度を充実させ、男性の育児休業を促進
します。女性のキャリア形成を保証し、幹部職員、管理職員は、近い将来に
女性を半数以上にします。
⚫︎非正規労働者の 7 割を女性が占めていることが男女の賃金格差の原因と
なっています。市として、会計年度任用職員の正規化を進めます。再度の任
用時の公募はしません。⇨１７５ ⇨３４２ 
女性が働き続けられるために、産休・育休・介護休暇が完全取得できるよう
周知徹底、妊娠・出産による不利益な扱い禁止、男女同一労働・同一賃金な
どの施策を推進します。⇨１７６ 
ジェンダー平等に取り組む企業を支援します。公契約において、男性育休取
得率や幹部職員の女性比率などを加点の対象にするようにします。

４. １ ジェンダー格差を解消し、人権と多様性が尊重される社会をつ
　　　くります

４. １. １ 多様な個性を尊重しあう社会をめざします

４. １. ２ ジェンダー平等の施策を推進します。
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日本は、ジェンダー平等後進国です。女性の社会的進出を妨げている障害を
取り除き、名古屋から格差の解消が発信できるようにします。多様性を尊重し、
人間の尊厳・人権を守り大切にされる社会をめざします。

１４８

１４９

※ジェンダー格差（ギャップ）とは、性別の違いによって生
じる格差のこと。雇用の機会や賃金に男女で差があるといっ
た格差。世界経済フォーラムが 6 月 12 日に公表したジェン
ダーギャップ指数では日本は世界 118 位で後進国。

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

４  自分が自分らしく生きることができる名古屋にするために



選択制夫婦別姓を実現する民法の改正を国に強く求めます。
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を国に求めます。
所得税法５６条を廃止し、自営業、農林水産業等の労働を正当に評価するよ
う国に求めます。
日本軍「慰安婦」問題解決のために、国に「加害の事実を認め被害女性に対
して謝罪と補償を行うこと。教科書などに『慰安婦』問題を記述して次世代
に継承すること」を求めます。

市立大学・大学院の入学金・授業料を全額助成します。当面は所得制限を設
けます。⇨４ 
大学や大学院等で学ぶ人を支えるために市独自の給付型奨学金制度を創設し
ます。若者に限らず社会人も対象とします。⇨５ 

職業等に関わりなく利用ができる奨学金返済支援制度を創設します。
⇨６ ⇨１７１ ⇨１９８ 
若者への家賃補助制度を創設します。⇨１６ ⇨６０ 
若者への就労支援の取り組みを強めます。就労支援の相談・カウンセリング
窓口を各区に設置します。⇨１９７ 
若者をモノのように使い捨てる「ブラック企業」を規制する条例を制定します。
関係機関と連携し、市として実態を把握し公表するとともに、相談窓口の開設、
啓発などをおこないます。

４. １. ３ ジェンダー平等推進のために国に制度の改善を求めます。

４. ２. １ 安心して学ぶことができるよう支えます

４. ２. ２ 充実した生活ができるよう若者の生活を支えます
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１５８
１５９
１６０

１６１

１６２

１６３

１６４

１６５
１６６

１６７

職場・地域・家庭における女性への差別、セクハラ、ＤＶ、性暴力をなくす
取り組みをすすめ、被害者への相談・支援対策をすすめます。
女性支援新法の施行にともない相談支援員を正規職員化するなど相談窓口や
必要な施設の体制を充実させます。ひとり親や DV 被害の妊婦等が安心・安
全に過ごせる場所を確保します。
子どもの発達と心身にそくした包括的性教育やジェンダー平等教育など、さ
まざまな分野でジェンダー平等を推進します。

１５５

１５６

１５７

４. ２ 若者の未来に希望を

学生には、高い学費と奨学金返済の不安がのしかかり、働く若者のあいだには、
低賃金や雇用破壊、長時間労働、ブラック企業がまん延しています。未来を担
う若い世代が、安心して学び、働ける社会をつくることは、一人ひとりの若者
の権利を守るだけではなく、社会の発展につながります。若者支援に全力をあ
げます。また、ブラックな働き方をなくし、人間らしく働けるルールをつくる
施策をすすめます。



学生やアルバイターの学びやくらしをささえるアルバイト時給の下限を、「地
域別最低賃金」が全国で最も高い地域（東京都）の水準まで引き上げる政策
を設けます。地方での実践例をモデルに、事業者に対する支援を拡充し名古
屋でも実現させます。

職業等に関わりなく利用ができる奨学金返済支援制度を創設します。全国で
実施されている制度を参考に、若者も経済を支え、事業者も笑顔になる新し
い支援制度を構築します。⇨６ ⇨１６４ ⇨１９８ 

４. ３. １ 若者が働きたいと思う名古屋に
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１７０

１７１

１６８

１６９

４. ３ 安心して働き続けられる名古屋に

学急激な物価高騰のもと、実質賃金が２５ヵ月連続で下がり続けています。
地域経済を元気にするには大企業で働く労働者だけでなく、中小企業や非正規
で働く労働者、フリーランスやアルバイター、外国人労働者を含め、すべての
労働者の賃上げを後押しする政策がいまこそ必要です。全国の最低賃金の加重
平均が 1000 円を突破しましたが、まだまだ不十分な水準です。円安の追い風を
受け、製造業が順調な名古屋だからこそ、大幅賃上げも政策のチカラで「最低
賃金」の引き上げを促すことは可能です。

「なごや働くもんがイキイキ条例」を制定し、名古屋から「みんな平等」を
達成し、「賃金の上がらない国」を名古屋から変えます。すべての労働者の「賃
上げ」で、子どもや若者が奨学金を借りなくとも、平等に学び・青春を謳歌で
きる社会を名古屋から実現させます。

ブラック企業・ブラックバイトに関する啓発リーフレットを発行し、高校生・
大学生などに配布するとともに、高校生には説明会を行います。
若者のサークル活動や文化活動を促進するため、公共施設（青年の家や各種
スポーツ施設など）を拡充し、無料で開放します。

※福井県は「ふくい業務改善・賃上げ応援事業」や「ふくい
物価高騰対策賃金アップ応援事業」などを実施しています。

※すでに４２都道府県・７１７市区町村で奨学金返還支援が
実施されています（内閣不公表：2023 年 5 月 1 日現在）。名
古屋市でも「名古屋市介護・障害福祉職員奨学金返済支援事
業」などが設けられていますが、助成対象者の職種や雇用先
が限定される制度に留まっています。２０２１年に企業が日
本学生支援機構へ奨学金を直接返済できるようになったのを
機に、独自の奨学金返還支援制度を導入する企業は全国で
１０００社を超えました。愛知県や県内の市町村（豊橋市・
みよし市など）でも、中小企業に対する人材確保支援策とし
て「奨学金返還支援事業補助金」を設ける動きが加速してい
ます。



企業規模によらず、だれもが安心して育児休暇を取れ、幅広くみんなで子育
てができる名古屋市独自の条例を制定します。

「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支える子ども・子育て政策を拡
充し、子育て世代が安心して働く環境を整え、子どもたちの笑顔輝く名古屋
を実現させます。

SDGs の達成に向け、男女の賃金格差、ジェンダーによる間接差別やあらゆ
るハラスメントのない名古屋を実現するための条例を制定します。⇨１５０
 
非正規労働者の 7 割を女性が占めていることが男女の賃金格差の原因となっ
ています。非正規労働者の正規化を促すなど女性労働者の雇用の安定と処遇
の改善をすすめ、賃金格差を解消する取り組みを名古屋からできるようにし
ます。市として、会計年度任用職員の正規化を進めます。再度の任用時の公
募は行いません。⇨１５２ ⇨３４２ 
女性が働き続けられるために、産休・育休・介護休業 ( 休暇 ) が完全取得で
きるよう周知徹底、妊娠・出産による不利益な扱い禁止、男女同一労働・同
一賃金などの施策を推進します。⇨１５３ 

いきいきとやりがいを持って働き続けたい！を応援します。安心して働き続
けられる労働環境をまもる政策の拡充をはかり、「高齢労働者・障害を有する
労働者・外国人労働者の『労災ゼロ』なごや」をめざします。
同一労働・同一賃金を徹底し、年齢や障害、国籍による「賃金差別」をなく
す条例を制定します。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが労働を通して社会参加のでき
る名古屋を実現するための事業主支援の強化など障害者雇用支援政策を強化
します。
行政及び民間とも、障害者の法定雇用率の達成はもとより、相談や支援の窓
口をつくるなど「雇用の質」の向上を図ります。名古屋市役所で働く障害者
の「雇用の安定」を図ります。
もっと！ずっと！外国人労働者がはたらきやすい名古屋をめざします。事業
主に雇用主としての責務を徹底するとともに、雇用維持・再就職援助を政策
的に後押しします。多言語での相談窓口を設けると同時に、ＳＮＳを活用して、
通訳と相談を同時におこなうワンストップサービスを実施します。

４. ３. ２ 子育て世代が安心して働き続けられる名古屋に

４. ３. ３ 女性が “ 本当に ” 活躍できる名古屋に

４. ３. ４ 高齢労働者も障害者も、外国人労働者も活躍できるまち名古屋に
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１７２

１７３

１７４

１７５

１７６

１７７

１７８

１７９

１８０

１８１

SDGs…5 ジェンダー平等を実現しよう



 「なごや働くもんがイキイキ条例」を制定し、労働者が人間らしく働き生き
生きと暮らせる名古屋をめざし総合的な施策を推進します。好調な経済を、
すべての労働者が享受できるまち名古屋を実現します。

最低賃金を大幅に引き上げるため、社会保険料の使用者負担分の補助など中
小企業支援策を具体化します。⇨１９５ 
福祉・医療・介護の職場をはじめ公共部門で働く労働者の、公私間の賃金格
差を、公的価格や委託料などに上乗せするなどして支給（補助・交付）する
制度をつくります。
好調な業績を上げる大企業に「社会的な責任の発揮」を促し、官民が連携し
て名古屋から労働分配率「日本一」を実現します。とりわけ、「社員（ワーカー）
ファースト制度」など、労働者が働きやすい職場をつくる中小企業を支援す
る制度を拡充します。

「下請けいじめ防止条例」を制定し、公平・公正なルールと秩序ある社会を名
古屋から実現させます。⇨１９３ 

「公契約条例」を制定し、市が発注する事業に従事する労働者に対して時給
1500 円以上、設計労務単価の 90％以上の支払いを義務づける賃金規定と地元
優先発注を明記する規定を盛り込みます。⇨

１８８ 働く人が気軽に利用できる会議室・学習室・防音練習室・大小ホール
などを兼ね備えた労働者福祉施設を各区に設置します。
政令指定都市の名古屋市が主体となり、物価高騰対策として「政策的な賃上げ」
を促すことで、すべての労働者の賃上げを後押しすることは可能です。

４. ３. ５ 物価高騰にまけない「賃上げ」を実感できる名古屋に
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１８２

１８３

１８４

１８５

１８６

１８７

１８８

２０２４年４月現在、４７都道府県には政策として何らかの「賃
金引き上げ支援施策」が設けられています。（例：岩手県賃上
げ環境整備事業補助金など）政令指定都市の名古屋市が主体と
なり、物価高騰対策として「政策的な賃上げ」を促すことで、
すべての労働者の賃上げを後押しすることは可能です。

「公契約条例」とは、公共事業の発注、委託や指定管理等の
契約を市が締結する際、従事者の賃金・報酬下限額を設定し、
自治体・受注者の責任等を契約事項に加えることを定めた条
例で、全国 90 弱の自治体で制定されています。

４. ４ 中小業者を育成、地域経済の発展を

長引く不況とコロナ禍の中で商売を続け、地域経済と住民生活を守って生き
た中小業者は、経験したことのない価格高騰により、全業種にわたって厳しい
経営環境に置かれています。消費税増税とインボイス導入をはじめ税と社会保
障の負担増も深刻です。

長年、地域経済と地域住民の安全に寄与してきた中小業者を育成することは、
全住民にとって大切です。自治体による中小業者への自治体の積極支援が求め
られています。



「名古屋市中小企業振興条例」を介して、中小業者主役の地域経済の発展のた
め、直接支援制度を継続的に実施します。
全事業所調査を実施し、５人以下の事業所の状況を把握し支援施策に活かし
ます。
新規開業者に向けた補助制度・支援制度を創設します。燃油価格高騰補助制
度等をはじめ物価高騰対策にとりくみます。

「住宅リフォーム助成制度（「商店版リフォーム助成制度」「断熱改修助成制度」
を含む）を創設し、中小業者、住民、地域経済がともに発展できる支援施策
を実施します。⇨１４ ⇨２４７ 
適正な下請単価の確立を目指し、関係機関と連携し大企業に調査と働きかけ
を強めます。
制度融資の小規模企業振興資金の利子補給や保証料補助を行います。名古屋
市小規模事業金融公社への支援を強め、保証人なしの制度を創設するなど、
制度拡充に取り組みます。
最低賃金を大幅に引き上げるため、社会保険料の使用者負担分の補助など中
小企業支援策を具体化します。⇨１８３ 
中小業者が、税金・融資・社会保障をはじめあらゆる制度をワンストップで
相談できる窓口を設置します。定期的に行う相談会では、弁護士・税理士・
業者団体などに相談できる機会をつくります。
中小企業、業者の人材確保のための就労支援事業を拡充します。求人と求職・
就労支援、スキルアップや職業訓練等のカウンセリング・相談窓口を各区に
設置し、関係する機関と連携がとれるようにします。⇨１６６ 
職業等に関わりなく利用ができる奨学金返済支援制度を創設し、中小企業の
人材確保に役立てるようにします。⇨６ ⇨１７１ 
農業の育成に努めます。有機農業を育成し、食の安全の確保に努めます。
あ

市の管理する文化施設は市民に奉仕することを基本として指定管理者制度に
はしません。
動植物園、水族館、科学館、博物館、美術館等で、市民の声を受け止め、魅
力ある企画をさらに推進します。毎月第一日曜日を無料開放して市民が文化
に親しむ日にします。

４. ４. １ 中小業者の支援を強め、地域経済の発展を目指します

４. ５. １ 市民とともに進める文化、芸術振興施策
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１８９

１９０

１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

１９６

１９７

１９８

１９９

４. ５ 文化、芸術を担える名古屋を、暮らしにゆとりを

文化・芸術は市民の生活を豊かに、こころを「耕す」ものです。価値観の多
様性が問われている現在、古典から現代のものまで、共存共栄発展しつつある
文化・芸術を市民の協力を得ながらすすめ、必要な財源を確保します。健康で
文化的な生活は相乗効果で名古屋市政を豊かにします。そのためには市民の生
活向上が不可欠です。

２００

２０１



市民会館建替による跡地を含む金山の再開発には、市民会館利用者や市民の
意見をよく聞き、文化、芸術、スポーツの場となる施設にし、市民本位の文
化都市としての名古屋を象徴するものにします。ボストン美術館跡を文化芸
術関係の集合的な施設として利用します。
名古屋市内には「客席１，０００人級のホール」が少なく、公演の「名古屋飛
ばし」が起こっています。自主的な演劇鑑賞活動の保障などのためにも、県
と連携して演劇公演も可能な「客席１，０００人級のホール」を建設します。
創造拠点としての「稽古場」不足解消のため、施設の増設をすすめます。学
校の空教室や公園の使用も検討します。
定期的に開催し実績を積んでいる地元文化行事について、文化小劇場などを
優先利用できるルールを検討します。
図書館の指定管理者制度を見直すとともに、「なごやアクティブ・ライブラリー
構想」は、市民や利用者、学識経験者の意見を聞き、再検討します。

石垣やエレベーターなどで行き詰る名古屋城天守閣木造復元は中止し、名古
屋の「戦後復興の象徴」である現存の天守閣の耐震化をすすめます。あわせて、
名古屋城を文化的財産として大事にし、公園全体を観光・市民の憩いの場と
して、魅力あるものに整備します。⇨３４５ 

４. ５. ２ 文化の拠点となる施設を増設、充実させます

４. ５. ３ 名古屋城を文化的財産として大事に
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２１０

２１１

２１２

２１３

２１４

２１５

市美術館、博物館などの企画展等の入場料を子ども、学生、60 歳以上の人を
無料にします。働いている人に対して入館時間の延長日をふやします。展覧
会をする人に対し、会場料をできるだけ安くします。
文化芸術基本法の趣旨をふまえ、表現の自由を守るために市民の表現活動の
機会を公的に保障します。文化・芸術活動への助成にあたっては、“金は出し
ても口は出さない” という原則を徹底します。
市の歴史的建造物、史跡を保護するとともにそれに伴う学芸員の育成をすす
めます。また、地域で受け継がれている祭りや山車など市民の憩いになるも
のを大切にします。
定着しつつあるコスプレイベントなどについて、若い人の表現方法の一つと
して推進します。
トリエンナーレ等大型事業時も、現代アートを減退させず、地元文化の活性
化を考慮するとともに、地元芸術家たちとの連携を持ちつつ、もっと親しみ
やすい美術展とします。
市民芸術祭は、助成金の増額や会場費の負担などで、より魅力的なものにし
ます。小説、詩、短歌、俳句、川柳、コミックなど出版活動への助成で、文
化の向上をはかります。
希望する文化芸術分野の団体と観光文化交流局との懇談を、各ジャンル代表
が参加した年２回以上の定期的な懇談会（文化懇談会）にします。
映写機のデジタル化にともなうフィルムの保存、管理など、映像文化の保存
について、関係者の意見も聞いて検討し、必要な予算処置を行います。

２０２

２０３

２０４

２０５

２０６

２０７

２０８

２０９



スポーツ基本法に基づき名古屋市のスポーツ施策の充実をはかり推進します。
スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利です。
市民の誰もがスポーツを楽しめる条件を整備、拡充します。
スポーツが平和に果たしてきた役割を重視し、スポーツを通じて性別、世代、
国を越えて市民レベルの交流を推進します。
スポーツ活動の実施率目標を高く設定し直し、「いつでもどこでも誰もがいつ
までも」を合言葉に条件整備を行います。
人にはＬＧＢＴ Q などの性的指向や性自認（ＳＯＧＩ）に関する権利がある
ことを認識し、スポーツにおいて、どうあるべきかを常に考え行動します。
スポーツからハラスメント、ドーピングの撲滅のため、学校教育や市民を対
象としたスポーツ教室を組織し、文化的側面から啓発活動を行います。指導
者への研修も行います。
市民要求を取り入れるタウンミーティングを積極的かつ定期的に行い、市民
へ計画・予算の情報を開示します。
年々体育館や屋外スポーツ施設の利用者が増えていますが、スポーツ施設は
激減し、年間を通じて会場の確保が年々難しくなっています。2026 年に開催
されるアジア競技大会・パラ大会は会場不足に拍車をかけています。これら
のことをふまえて施設の増設を進めます。また新施設の建設、供用開始まで
は既存の中学校施設の開放事業に加えて、高等学校、大学への拡大、民間施
設の活用の検討を進めます。
受益者負担の考え方をとらず、施設利用料の値上げはしません。また減免対
象を後援認可事業などにも拡大します。
2026 年アジア競技大会は市民スポーツの振興につながるよう、市民が参画し
た予算、大会運営、施設整備計画とし、特に財政面では透明性のある組織運
営を行います。

４. ６. １ 市民本位のスポーツ施策をおこないます
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２１９

２２０

２２１

２２２

２２３

２２４

２２５

２２６

２２７

２１６

２１７

２１８

現天守の耐震改修にあたっては、内部の改装も含む老朽化対策、エレベーター
によるバリアフリーで、天守最上階まで行ける弱者にやさしい施設にします。
費用については、木造復元事業による建設費や維持管理費など５０年間で
１千億円について「入場料で賄い、税金投入はしない」という破綻した計画
を踏まえて、市民の理解納得を得た財政計画で進めます。
歴史的価値が高い石垣を詳細に調査し、保全修復を丁寧にすすめます。

４. ６ スポーツのあり方を市民本位の施策で

スポーツが生活の一部である社会環境は豊かな人生を送ることに欠かせない
条件です。一人ひとりの精神的、肉体的要求を政治が受け止め、返していく循
環社会をつくります。スポーツ基本法はスポーツ愛好者に留まらず、全ての国民、
市民のスポーツをする権利を保障しています。行政はこの理念に立ち返りすべ
ての施策の決定に於いて羅針盤と位置付けて行動していきます。
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全国各地で取り組まれているコンベンション支援制度を名古屋市でもつくり、
観光活性化をはかりながらスポーツ団体への財政援助を行います。
スポーツ団体を通年で援助する、スポーツ補助金制度をつくりスポーツの発
展に寄与します。
草の根の国際スポーツ交流が促進できるよう、市として援助します。
東京オリパラの汚職を教訓に政策の計画、実施にあたっては情報開示を念頭
に置き汚職の温床にならないものとすること。スポーツの商業化を防ぎ、市
民の利益を第一の施策とします。
名古屋市各区の生涯学習センター体育室（守山生涯学習センターを除く）に
は空調設備が設置されておらず冬は寒く、夏は暑く室温は体温近くになりま
す。生涯学習センターは指定緊急避難場所にもなっており早急に空調設備を
設置します。
障害者スポーツセンターについて新設、改修を行います。

２２８

２２９

２３０
２３１

２３２

２３３
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東海地方は大地震の可能性が常に警告されています。加えて地球規模の温暖
化が如実に市民生活を脅かしつつあります。平時でも脆弱なインフラ・福祉体制・
地域経済が、自然災害によって致命的な損害を市民生活に及ぼすことが懸念さ
れます。また、気候災害が世界の平和をさらに危うくする恐れがあります。

５. １ 緑豊かで快適な街と暮らしを実現することで、ヒートアイラン
　　　ド現象を和らげ、市民を暑さから守ります

2050 年二酸化炭素実質排出量ゼロ（カーボンニュートラル）宣言をし、現行
目標２０３０年度５２％減（2013 年度比）を６０％以上減らし、２０３５年
度目標も設定します。

明確な緑被率目標をもち、公園等を増やして３０％を早期に実現します。
街路樹や道路、公園、河川敷等は外観を美しく保つため、河村市政の下で削
られてきた予算を増額し、専門的な知見を活かして剪定・除草を計画的に行
います。通学路は緑のトンネルを増やします。

５. １. １ 温室効果ガス排出削減目標を大幅に前倒しします

５. １. ２ 街の緑化を大胆に進め、炎天下でも涼しく歩ける街を確保します

２３４

２３５
２３６

※環境省がすすめる「ゼロカーボンシティ」の宣言をしてい
る 1078 自治体になり、宣言をしていない政令指定都市は名
古屋市のみです。

都心部の車を減らすために、車線を減らす箇所、車の乗り入れ禁止箇所を設
置します。
都心部の歩道を増やします。歩行者天国の箇所を増やします。
都心部の自転車レーンを増やし、途切れずにつながるよう整備します。⇨５４ 
バスレーンを増やし、一定時間一律料金・乗り換え無料にして、バスを利用
しやすくします。

５. １. ３ 都心部に車の乗り入れを規制し、歩行者が歩きやすく、自転車・公共交通
　　　　 を利用しやすくします 

２３７

２３８
２３９
２４０

市バス・公用車はＥＶ化します。公共施設にＥＶ充電設備を設置します。

５. １. ４ ガソリン車の利用を減らし、電気自動車（ＥＶ）の普及を助成します

２４１

５  環境と平和をまもり、安全で快適に暮らせる名古屋に
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公共施設に太陽光発電を設置。電力の公共調達を環境配慮・グリーン調達に
します。
 「自然エネルギー導入促進条例」を制定し、事業に取り組む中小企業を支援
します。

公立学校の教室・体育館の断熱改修を急ぎ、ＺＥＢ超の基準設計とします。
公共建築物（特に公営住宅）の新設・諸改修時にＺＥＢ超の基準設計を進め
ます。⇨１５ 
すべての住宅の 2030 年のＺＥＨ基準義務化を前倒し、推進します。
断熱改修などエネルギー効率を改善するリフォーム等に費用の助成をします。
低所得世帯等には全額助成します。⇨１４ ⇨１９２ 

５. １. ５ 再生可能エネルギーを増やします

５. １. ６ 建物の高断熱化を進めます

２４２

２４３

２４４
２４５

２４６
２４７

ZEB …ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称。快適な室内
環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギー
の収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

ZEH…ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスとは外皮の断熱性
能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの
導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー
を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、
年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指
した住宅。

南海トラフ巨大地震の震源域に立地する浜岡原子力発電所は永久に停止、廃
炉として、核燃料を安全な場所へ移動させるよう中部電力に申し入れます。
名古屋市民にも多大な影響を与える原発を所有する関西電力、日本原子力発
電、日本原子力研究開発機構に、立地・稼働で意見できる立地自治体に準じ
た安全協定を申し入れます。
福島第一原発事故に関連して、名古屋市へ避難している人の健康を守り、不
安を解消するために十分な支援を行います。
名古屋市での放射能影響を把握するため放射線測定のモニタリングポストを
増やします。
放射線対策を抜本的に強化し、健康への影響について市民に説明し、丁寧な
情報開示に努めます。また、とくに幼稚園、保育園、小中高校の放射線管理
の指針を明らかにするとともに、子どもの避難対策を強化します

５. １. ７ 原発ゼロを電力会社に申し入れ、福島事故被災者に寄り添い、放射能の影
　　　　 響を防ぎます。

２４８

２４９

２５０

２５１

２５２
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有識者ではなく無作為に抽出した人々を委員とする「気候市民会議」を設置
し、委員が市民の代表としての自覚を持ち、正確な情報をもとに熟議を重ね、
政策の方向性を決めるようにします。⇨３３４ 
市内を流れる河川の浄化に引き続き努力します。河川の水質基準、類型指定
引き上げを県に働きかけます。PFAS（有機フッ素化合物）による汚染の調査
を進めます。
大気汚染物質の環境目標値は、ＰＭ 2.5 を含め引き下げることなく早期達成
をめざします。
名古屋駅近辺などへのカジノ誘致は、刑法が禁ずる賭博を合法化して地域経
済を吸い上げ、ギャンブル依存症など不幸をまき散らすものであり、きっぱ
り反対します。また国に対してカジノ実施法の廃止を求めます。
木曽川水系連絡導水路計画は名古屋市として撤退するとともに、中止を国に
働きかけます。長良川河口堰の開門調査を早期に実現するよう、国と県へ合
同会議の開催を働きかけます。

「廃止候補路線」となった山手植田線など都市計画道路に関しては速やかに都
市計画を廃止します。また市長が２０１４年１２月に「道路事業の廃止」を
発表した弥富相生山線については、早期に都市計画を廃止します。

「環境科学調査センター」を公害防止、環境保全、市民の健康を守る施設とし
て、調査、研究体制を維持、充実させます。市民の安全と安心に関わる測定、
調査業務は民間に外部委託せず、市で実施します。新たに基準や監視項目に
追加されたものは市で測定します。
四日市の「四日市公害と環境未来館」に学び、名古屋でも市内で起きた「公害」
を後世に伝え、再び深刻な公害被害を未然に防止するために、公害に特化し
た「公害資料館」（仮称）を、公害被害者や市民の協力も得て開設します。
大気汚染常時監視測定局について、名古屋市全体の汚染状態を把握する観点
から、現在の測定局数を上限とせず、測定局の設置数を見直し必要な地点に
新設します。
大気汚染についてＰＭ 2.5 の環境基準を達成維持し、環境基準より厳しい
ＷＨＯ並みの環境目標値を掲げ、汚染低減をはかります。
ぜん息患者への医療費助成制度を実施します。
震災による倒壊によってアスベスト飛散の危険もあり封じ込めなどの措置済
み施設も含め、アスベスト使用施設（市営住宅を含む）から早期にアスベス
トを除去します。民間施設にはアスベスト調査・除去費用の補助制度活用を
進め、解体工事現場への監視・立ち入り指導を強化します。

５. ２ 環境汚染を監視・取り締まり、環境に悪影響を及ぼす公共プロジェ
　　　クトを中止します

２５３

２５４

２５５

２５６

２５７

２５８

２５９

２６０

２６１

２６２

２６３
２６４
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過大な需要予測、財政負担、環境への影響、エネルギー浪費などの問題を抱
えるリニア建設は、中止するようＪＲ東海に申し入れ、国に対してはたらき
かけます。
リニア中央新幹線計画について、電磁波による健康被害、地盤沈下や地下水
への影響、土砂の処分方法など住民の不安に対して、丁寧な説明を行うよう
ＪＲ東海に働きかけます。
名古屋市など沿線自治体から環境アセスメントで指摘した事項について、Ｊ
Ｒ東海からは十分な回答がなされておらず、あらためて市の指摘事項の反映
状況を検証します。
名城非常口の新設工事について、東海市への発生残土運搬ルートについて、
環境影響調査がないまま工事を開始することがないよう、工事の停止をＪＲ
東海に申し入れます。
市民の不安に応えるため、市民の要望・相談を受け付ける窓口を、市として
設けます。ＪＲ東海が環境保全事務所で聞いた市民の要望を市として把握す
るルートを設けます。
立ち退きへの不安などを抱える沿線住民に対し、ＪＲ東海が説明責任を果た
すよう申し入れます。用地買収などＪＲ東海が行うべき仕事を、市が肩代わ
りしないようにします。
リニア工事による買収予定地での、地上げ屋による立ち退き強要の暴挙につ
いて、実態を把握し止めさせます。
ＪＲ東海はこれからすすめる大深度地下工事について地上権者には影響ない
としているが、東京外環道路工事の貧酸素ガス地表噴出の被害例もあり、地
上権者への地下使用にかかわる補償も含めた丁寧な計画の説明を行うよう、
ＪＲ東海を指導します。

５. ２. １ リニア新幹線は中止を求めつつ、市民の要望に沿った対応を行います

２６５

２６６

２６７

２６８

２６９

２７０

２７１

２７２

海岸・河川の堤防・防波堤・防潮壁・護岸・水門など、水際の防災施設につ
いて、構造物の耐震化や地盤の液状化対策と軟弱地盤の改良などを急ぎます。
管理主体が異なる防災施設について、情報共有をすすめます。災害がれき対
策を全庁的かつ広域的にすすめます。
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の福祉施設等での避難計画策定を支援し、
予防的避難もふくむ訓練実施と情報連絡体制づくりに取り組みます。
暴風被害に備えて、耐風性の基準や対応基準をつくります。風力測定箇所を
増やします。
ライフラインの耐震化、老朽化対策を進めること。水道事業などの直営堅持、
災害対応に重要な現業職員の増員、消防職員を「消防力の整備指針」に基づ
き増員します。

５. ３. １ 災害を防ぐ強固なインフラを進めます

２７３

２７４

２７５

２７６

５. ３ 地震あるいは温暖化が原因となって強大化した自然災害を減ら
　　　し防ぎます



防災危機管理部署はじめ、名古屋市防災会議、各区の災害対策、自主防災組
織など意思決定が行われる組織には女性の参画を 5 割以上にします。
想定し得る最大規模の災害に対応した新たなハザードマップに基づく地域の
避難計画の策定及び見直しを早急に支援し、市民ひとりひとりに周知します。
地域の特性にあった地域・職場での住民主体の防災訓練、避難訓練、避難所
運営訓練等を促進します。
避難訓練に参加できない住民のために、オンライン等活用し、より多くの住
民が訓練に参加できる体制を構築します。
防災に関わる人材育成では、感染予防対策や健康管理の知識や技術を学んだ
健康危機管理サポーターの育成及び防災サポーターの育成を進めます。
浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設への情報伝達方法、避
難・誘導体制の整備を定めた計画を市の責任で策定します。
日常生活に防災の意識を取り入れます。学校の授業の中に防災教育を取り入
れます。学区の避難場所として学校の用務員・調理員を含む職員体制を充実
します。市内外の大学や私立高校などと避難所利用協定を積極的に結びます。

「防災復旧センター」を各区につくり、防災活動の拠点とします。平常時は、
バリアフリーの宿泊施設・短期入所施設等として活用し、災害時は復旧の拠
点として、福祉避難所、関係者の宿泊場所として活用できるようにします。

５. ３. ２ 地域の市民のつながりで防災します
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２８３

２８４

２８５

２８６

２８７

２８８

２８９

電力会社に働きかけ、電線の地中化、非常電源・自主電源の確保をすすめます。
丘陵部の宅地の危険性に関する検査結果及び熱海での土石流災害を踏まえ、
大規模盛土造成の分布状況を把握し、県が行う開発に規制を求めるとともに
宅地の耐震化など具体的な対策を推進します。
現存する里山、田畑、貯水池、森林の維持、環境保全に責任をもち、豪雨な
どの災害の軽減に努めます
病院や大規模集客施設をはじめ、宅地を含めたすべての住宅の耐震診断と耐
震補強を計画的に進めます。木造住宅耐震化率を引き上げるため、補助額を
増額します。家具転倒防止をＮＰＯや市民の力も活かして引き続きすすめま
す。
木造住宅耐震改修助成制度については、自己負担なくできるように補助しま
す。予算を順次拡充し、将来的に家屋が 1 軒も倒壊しないことをめざします。
⇨１３ 

危険なブロック塀等の実態調査を行い、広場や公園に隣接するブロック塀も
撤去助成の対象とし、代替フェンス等設置補助制度を設け撤去を促進します。

２７７
２７８

２７９

２８０

２８１

２８２

学校、生涯学習センター、体育館を高断熱化、エアコン設置を進めます。

５. ３. ３ 安心・安全な避難場所運営にジェンダー視点を取り入れます

２９０
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被災者生活再建支援法の支援対象を「中規模半壊に至らない半壊、一部損壊」
まで拡大するよう国に働きかけるとともに、独自に対象を拡大した被災者支
援制度を設けます。
被災者生活再建支援金を最大 500 万円（全壊）になるよう独自助成制度を設
けます。
被災した中小商工業者の事業再建支援は、相談体制と被害の態様や程度によっ
て、補助金・給付金その他返済不要の資金援助も検討します。
在宅被災者・仮設住宅の被災者等の支援のために災害ケースマネジメントを
構築します。

５. ３. ４ 被災者の生活再建を支援します

２９７

２９８

２９９

３００

津波災害警戒区域に指定された地域での避難訓練の実施、固定資産税の減免
制度も活用した避難施設の確保、避難促進施設の管理者による避難確保計画
の策定、東南海地震に伴う事前避難計画の具体化など、津波から確実に「逃
げる」体制を早急に整備します。あわせて、住民と関係事業者等への周知を
徹底します。
津波浸水予想地域での新設ビルには津波避難機能を義務づけ、コミュニティ
センターは３階建以上に順次建て替えます。大規模風水害に対応する広域避
難のために近隣自治体及び県と連携し、避難先の確保と日常的な情報交換や
訓練に努めます。
避難所では一人当たり４㎡を確保します。介護施設等に置ける福祉避難所の
拡充に加え、大学、ホテル、旅館、民間会議室などと提携し、高齢者、障害者、
妊産婦などに配慮した避難所として活用できるようにします。在宅避難者へ
の備蓄・供給ルート、住民の情報連絡網を確立します。
要援護対象者に関する個別避難（支援）計画は、地域任せにせず市が責任を
持ちます。難病患者を含む災害時要援護者リストの充実をはかります。
人間らしい生活ができるよう避難所の環境改善に取り組みます。男女１：３
のトイレ数、多機能トイレ、調理場の確保で温かな食事の提供、段ボールベッ
ド、女性・若年者、子ども等に配慮したスペースと物資の確保、衛生環境の
確保、感染が疑われる場合の専用スペース、避難所の徹底したバリアフリー
化を進めます。避難所に安心して身を寄せることができるよう、これら必要
なスペースを事前に明らかにし、掲示する等で見える化をします。
避難所運営にジェンダー平等、多様性の視点を取り入れるため、自主防災組
織による避難所運営への女性の参画を 4 割以上とし、障害者、外国籍、ＬＧ
ＢＴＱなどの方の意見が反映される仕組みをつくります。

２９１

２９２

２９３

２９４

２９５

２９６

大量の人が都心に滞留するような再開発や、超高層ビル建設は規制します。
地上への影響が計り知れない、都心の大深度地下を掘削するリニア中央新幹
線は中止を求めます。

５. ３. ５ 新たな危険を生む都市開発は規制し新たな災害をつくりません

３０１



　戦後８０年近くにわたって、日本が海外で戦争をしてこなかった大きな力は
憲法９条の存在です。いま、９条を変えたり、新たな文言を付け加えたりする
必要は全くありません。憲法９条などの改悪に反対し、日本国憲法の平和主義
の原則が生かされる名古屋市政をすすめます。第二次世界大戦前から名古屋市
は、軍需工場が集中して、戦争末期には大規模な空襲によって、市民を巻き込
んだ凄惨な被害を受けました。再び、市民が戦争の犠牲になるようなことがあっ
てはなりません。住民の生命とくらしを守る自治体として、非核・平和行政を
進め、積極的に平和を世界に発信していきます。

５. ４. １ 非核・平和行政を推進します
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５. ４ 「非核平和名古屋市宣言」を制定し、平和の発信と国際交流をす
　　　 すめます

１９６３年に名古屋市会で「名古屋市平和都市宣言」が議決されてから６０
年余が経過し、２０２５年は被爆８０年を迎えます。改めて、この機会に名
古屋市として非核の願いを明確にした「非核平和都市宣言」を制定します。
その精神を市民と共有するため、市庁前に「平和都市宣言」の記念碑を建て
ます。

「日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名」に市長を先頭に署
名するとともに、議員をはじめ自治体関係者、市民のみなさんにこの署名を
紹介し広く呼び掛けていきます。
市の平和事業を総合的に推進する部署を設置するとともに、「平和都市宣言」、

「平和の日」制定を土台とした非核平和事業を総合計画の柱の一つに位置づけ
て平和に関係する事業を担当する部署の連携を強化します。核兵器廃絶と恒
久平和の確立に寄与することをめざす非核平和事業の予算を充実させます。
平和首長会議への加盟自治体として、平和首長会議が提唱した「持続可能な
世界に向けた平和的な変革のためのビジョン（略称：ＰＸビジョン）」副題～「都
市による軍縮と人類共通の安全保障 に向けた平和構築」の実践の先頭に立ち
ます。

「なごや平和の日」制定に関連して「祖国のために命を捨てるのは高度な道徳
的行為だ」と発言したと報道されている市長発言は、首長して撤回すべきと
の立場に立ちます。
侵略戦争の反省にたってつくられた憲法の精神にたち、歴史の真実に向き合
う姉妹友好都市交流、憲法９条にもとづく平和都市外交を広げます。

「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」において、戦争体験の継承・戦跡の調査・
戦争資料の収集を進めます。愛知・名古屋戦争に関する資料館において、核
兵器の非人道性を理解するために、被爆の実相を伝える原爆パネル、「広島市
立基町高等学校の生徒による『原爆の絵』」「ビキニ被災パネル」等などの展
示を常設で行います。各区の図書館や生涯学習センター、区役所など市民に
身近な場所でも、上記資料を活用した展示を行います。⇨１３４ 

「なごや平和の日」制定にあたり作成された「名古屋空襲に関するパネル展示」
を広く市民に伝えるために、パネルの貸し出しを行います。

３０２

３０３

３０４

３０５

３０６

３０７

３０８

３０９
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広島、長崎の平和記念式典に小中高生を派遣するとともに、戦争、被爆体験
を聴く取り組みや、平和副読本の作成・活用など学校における平和教育を推
進します。⇨１３４ ⇨１３７ 
原爆被爆者の自主的な活動を進めるための補助金をはじめとした「被爆者支
援予算」を大幅に拡大します。県下の少なくない自治体で実施されているよ
うな被爆者本人の手にわたる「健康管理手当」を被爆者全員に支給します。
被爆二世、三世の対策で、名古屋市としてアンケートや健康診断、健康相談
など積極的にすすめます。横浜市、堺市、吹田市などのように、被爆者二世
健康手帳を交付し、医療費の助成を行います。
子どもの権利条約の観点から、小中高校の総合学習、職場体験学習などで自
衛隊を訪問・招待する企画はやめます。中高生を対象とした、自衛隊高等工
科学校への勧誘や自衛隊へのリクルートには協力しません。
各区で行われる「区民まつり」等に、自衛隊の広報活動や戦闘車両の展示を行っ
ているところがありますが、その実施自体を見直していきます。
募集業務の根拠となる自衛隊施行令１２０条に基づかない、中学生に対する
自衛隊高等工科学校への募集のための資料提供は行いません（自衛隊高等工
科学校の学生の身分は、自衛隊員ではない）。
自衛官募集にあたって、自衛隊に対して、住民基本台帳を抽出し、タックシー
ルを提供するような便宜供与は中止します。⇨１３５ 
一般に就職する市民について激励会は行われていないなか、平等性を欠く事
案として、戦時下、旧日本軍が出兵時に、政府、自治体がこぞって送り出し
た様子を彷彿させる自衛隊入隊者激励会は中止します。

「武器輸出三原則」撤廃に続く、「殺傷武器」の輸出解禁は、憲法の平和原則
を蹂躙する暴挙であり、防衛装備移転三原則「運用見直し」の撤回と武器輸
出禁止の厳守を求める意見を首長として国に対して述べていきます。

３１０

３１１

３１２

３１３

３１４

３１５

３１６

３１７

３１８

５. ４. ２ 名古屋空港の軍事基地機能強化に反対し市民の安全を守る

愛知県とともに指定を受けた「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」
においては、軍事産業支援につながる施策はとりやめ、ロケット産業を含め「特
区」の成果の軍事転用の禁止を明確にします。
核攻撃機である米軍機を含め他国の軍隊のＦ３５が飛来して、名古屋飛行場
に隣接する三菱重工において修理点検することに対して、名古屋市として反
対の意志を表明します。
多数の欠陥を抱えるＦ３５の市街地上空での試験飛行に反対します。
名古屋市地域防災計画にある民間機と自衛隊機の墜落などの対策に加えて、
米軍機、リージョナルデポで飛来する外国籍飛行機の航空機災害についての
対策も防災計画に新たに組み込みます。※三菱重工でテスト飛行を行ってい
るＦ 35 は「日米地位協定の適用のある航空機」です。

「輸送・教育業務」を超える小牧基地機能強化に反対し、名古屋飛行場におけ
る自衛隊機の曲技飛行、低空飛行などの危険な訓練の中止を国に求めます。
名古屋市として飛行高度の計測や騒音測定、夜間訓練など実態調査を行いま
す。

３１９

３２０

３２１
３２２

３２３



商業港であり平和な港である名古屋港への米軍艦船、自衛隊艦船など、全て
の軍事艦船の入港に反対します。
すべての外国軍艦に非核証明書を求めることを柱に「非核名古屋港宣言」を
行います。
名古屋港での米軍の陸揚げにあたっては、実態を調査・把握し、市民の安全
を確保するために検疫を厳密に行うよう国に求めます。

５. ４. ３ 名古屋港への戦闘艦入港を許さない
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３２４
３２５

３２６

３２７

３２８

県営名古屋空港での米軍機、他国の軍用機の利用禁止を国・県に求めます。
市民の安心・安全を守るため、名古屋市として、行軍訓練をはじめ、基地・
演習場外で行われる、あらゆる訓練や演習の中止を、陸上自衛隊第 10 師団に
要請します。訓練や演習に関連した自衛隊員の公園や公的施設の利用は、住
民に恐怖を与え、公園利用を阻害するので貸し出しはやめます。



市民参加の方法は多様なあり方を探求し、自らすすんで参加できる機会と場
を提供します。
予算・計画の策定や施策の立案にあたっては、広く市民から意見を募り、意
見を反映できるように努めます。施策の実行にあたっても、広く市民の意見
が反映できるように努めます。
市民自治の力をはぐくみ、市民が自治の主体となって、互いに連帯して、市
と共同して地域のことは地域で解決できるような仕組みをつくります。
学区や自治会など基礎的な地域の組織の育成をはかるほか、ＮＰＯ、サークル、
団体など市民の様々な組織との共同を大切にします。
常設型の住民投票条例を制定します。
 「気候」「ジェンダー」など分野ごとに市民会議を設置します。市民会議では、
無作為抽出（または公募）で選んだ市民が委員となり、市民の代表としての
自覚を持ち、正確な情報をもとに熟議を重ね、政策の方向性を決めるように
します。⇨１５１ ⇨２５３

「誰一人取り残さない社会」を実現し、将来にわたって市民本位の市政が継続
できるよう、将来を見通した市政運営を行います。住みやすいまち、暮らし
やすいまち、魅力あふれるまちを実現します。
まちづくりは市民参加で進め、誰一人取り残さない社会、だれもが自分らし
くくらし、自己実現をめざせる地域、だれもが社会参加できる環境をつくり
だす市政をめざします。
市民サービスを切り捨てる「行財政改革」ではなく、市民の生活を優先する
市政に、政治の姿勢を抜本的に改革します。
市民サービスは直営を原則とし、公的責任を果たします。災害時に必要な対
応ができる職員の体制をつくります。

６. １. １  情報公開とともに広報広聴活動を充実し、市民の市政参加を保障します

６. １. ２  市民の人権と暮らしを守ります
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河村市政は、市長の天守閣木造復元化をめぐる姿勢に象徴されるように、強
引な市政運営が目立ち、広く市民の声を聴き、市政に活かすという態度があり
ません。市政の主人公は、市長ではなく市民です。

名古屋市基本構想にある「人間としての真の幸せを願い、憲法の精神にもと
づき、ひとりひとりの基本的人権がまもられ、健康で文化的な生活のいとなめ
る個性豊かなまち、名古屋の建設」を基本理念として、名古屋のまちづくりを
行います。
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６   「市政の主人公は市民」をつらぬく



金持ち減税である個人市民税減税は廃止し、富裕層に所得に応じた負担を求
め、必要な財源を確保します。
石垣やエレベーターなどで行き詰る名古屋城天守閣木造復元は中止します。
⇨２１５ 
中部空港二本目滑走路、リニア開業を見据えた名古屋駅周辺まちづくり構想
など、不要不急の大型事業は行いません。
金城ふ頭の巨大立体駐車場など開発に起因する基盤整備については、関連企
業にも応分の負担を求めます。またアジア最大級の大規模展示場建設は中止
します。
市の施設に企業名を入れるようなネーミングライツは中止し、施設名称を市
民が親しみのもてるものに変更します。

上下水道料金を始め公共料金は、一般財源を投入することなどにより、生活
を直撃する値上げはしません。

６. １. ３ 大型開発と大企業優先を改め、市民のくらしを守ります
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ネーミングライツ…命名権とよばれ、愛称をつける代わりに
スポンサーから対価を得ること

例　日本ガイシスポーツプラザ　年 1 億 2000 万円
　　パロマ瑞穂スポーツパーク　  　年 6000 万円
　　日本特殊陶業市民会館　　　  　年 5000 万円
　　ブラザーアース　　　　　　  　年 3650 万円
　　ポッカレモン消防音楽隊　　 　　年 333 万円

上・下水道をはじめ、教育、福祉、医療、ごみ処理、卸売市場、文化スポー
ツ、市営交通など市民生活にかかわりが深く、営利になじまない分野につい
ては、委託や民営化をせず直営を堅持します。
指定管理や委託が行われた施策については、検証・見直しを行い、必要に応
じて直営に戻すなど、市民サービスの充実をはかります。
市職員は、正規職員による運営を原則とします。毎年、職員の定数を削減し
続けてきた定員管理の方針を改め、新たな事業への対応や事務量の増加に併
せて、必要な職員を増員し、市民サービスを充実させていきます。
市の非正規職員である会計年度任用職員について、正規化すべき職は正規化
するとともに、劣悪な処遇を改善します。再度の任用時の公募は行いません。
⇨１５２ ⇨１７５ 
市職員に、憲法や地方自治の研修を徹底させ、住民全体の奉仕者である意識
をもち、意欲を持った職員を育成します。
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相談や手続きのための窓口の体制を充実し、より身近なところで相談や手続
きができるようにします。
行政の窓口は、できるだけ集約化せず、住民の身近なところでできるように
します。

６. １. ４ 時代の変化に柔軟に対応する総合的で計画的な市政の運営をめざします
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県や関係市町村と、相互の自主性を尊重しながら共に手をたずさえ、広域的
な問題の解決にあたります。国に対しては、市民生活優先の原則に立って、
必要な制度の見直し、財源の確保を要請していきます。

６. １. ５ 国や関係市町村との連携を強化します
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３５７

区役所の機能を強化するとともに、市民の身近な場で市政運営ができるよう
にします。
デジタル技術は、行政サービスの充実、福祉の向上、基本的人権の擁護のた
めに活用し、デジタル技術の活用にあたっては個人情報を保護し、住民参加
を保障します。
新しい技術への対応が困難な市民を取り残さないようにしデジタル格差をな
くします。
マイナンバーの取得は強要せず、健康保険証はじめ様々な個人情報との紐づ
けは、実施しないよう国に求めます。
自治体の独自施策への制限につながる、国による情報システムの共同化・集
約化に反対します。
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